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 いきいきセンターくりの郷では，霧島国際音楽祭「湧水町アフタヌーン・コンサート」を

開催します。すばらしいアーティストを招いてのコンサートですので，ぜひご来場ください。 

【日  時】 ７月２３日（水） １３：００～１４：００ 

【場  所】 いきいきセンターくりの郷 町民ホール 

【入 場 料】 無料 

【出   演】 上村 文乃さん（チェロ），北端 祥人さん（ピアノ） 

【曲  目】 サン＝サーンス：白鳥 ほか 

【問合せ先】 いきいきセンターくりの郷 ☎74-1811 
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 福祉の分野に理解と熱意を持つ人材を確保・育成するため，資格の取得に係る研修等に要

する受講料又は受験料を補助します。 

【対 象 研 修 等】 介護職員初任者研修，介護職員実務者研修 他  

【対 象 者】 

 新たな勤務，復職又は自己研さんによる資格取得者で次の要件を満たす方 

  ・申請日に湧水町に住所があり町税等の滞納のない方（同一世帯に属する方を含む） 

【補 助 金 額】 研修受講料又は受験料の８割以内 

        （公的機関からの補助がある場合は，その額を差し引いた額の８割以内） 

【申 請 期 間】 

 ・新たな勤務又は復職の場合は，事業所での勤務を開始した日から１年以内 

 ・自己研さんによる資格取得の場合は，資格取得日から１年以内 

【申請時書類等】 ・研修等の終了証又は合格証の写し 

         ・在職証明書等，勤務をしていることが分かる書類 

         ・受講料又は受験料に係る領収書 他 

         ※補助金の申請は，助成対象研修等ごとにそれぞれ１人１回を限度とし 

          ます。 

【申 込 方 法】 長寿福祉課（栗野庁舎・吉松庁舎）に備え付けの申請書に必要事項を 

         ご記入の上，お申込みください。 

【問 合 せ 先】 栗野庁舎 長寿福祉課 介護保険係 ☎74-3111（内線 2111） 

 

 鹿児島県北部児童相談所（鹿児島知的障害者更生相談所併設）による巡回相談が，次のと

おり実施されます。巡回相談を受けるには，事前予約申込が必要です。 

【日時・場所】 ９月２日（火） ９：００～１６：００ 

        伊佐市菱刈環境改善センター （伊佐市菱刈前目251  ☎0995-26-2361） 

        伊佐市社会福祉協議会まごし館（伊佐市菱刈前目711-1 ☎0995-26-4120） 

 ※いずれかの会場となります。 

【相 談 内 容】 １８歳以上の知的障害がある方を対象に，次の相談に応じます。 

① 療育手帳の取得に係る判定相談に関すること 

② 知的障害者援護施設への入所，通所に関すること  

③ 就職相談に関すること 

④ 職親委託の判定に関すること 

⑤ 医療，保健指導等の相談に関すること 

⑥ 障害基礎年金，医療費助成等に関すること 

⑦ 特別児童扶養手当等に関すること 

【申 込 期 限】 ８月１２日（火） １７：００まで 

【申 込 先】 栗野庁舎 長寿福祉課  ☎74-3111（内線 2115） 

【問 合 せ 先】 鹿児島県北部児童相談所 ☎0996-21-3150 

 

 

 

介護人材育成支援事業補助金      （長寿福祉課） 

知的障害者巡回相談                （長寿福祉課） 
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 鹿児島障害者職業能力開発校では，障害のある方の身体的又は精神的な事情等に配慮し，

働くために必要な，ビジネスマナーやコミュニケーションスキルを身に付けることを目的に，

入校生を募集します。 

【日  程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訓練科名】 情報電子科・グラフィックデザイン科・ＯＡ事務科・介護福祉サービス科 

・アパレル科・ワークトレーニング科 

       ※訓練科名によって対象者が異なりますので，詳しくはお問合せください。 

【試験会場】 鹿児島障害者職業能力開発校 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名 1432 

【試験内容】 筆記試験（国語・数学）及び面接 

【応募資格】 障害のある方で 

・障害の症状が固定している方で，集団生活に支障のない方 

・就職に必要な技能習得が見込まれる方 

       ・就業の意志があり，職業的自立が見込まれる方 

【授業料等】 受験料・授業料は無料です。希望者向けの寄宿舎も併設しています。 

【訓練期間】 １年間（令和８年４月～令和９年３月） 

【申込方法】 お近くのハローワークでご相談ください。 

【問合せ先】 鹿児島障害者職業能力開発校 ☎0996-44-2206 FAX：0996-44-2207 

〒895-1402 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名 1432 

農業委員会では，毎年１回，町内全域で「農地パトロール（農地利用状況調査）」を実施

しており，今年度も７月～９月にかけて実施します。 

 農地パトロールでは，農業委員・農地利用最適化推進委員が見回り，遊休農地（荒廃農地）

になっていないか，適正に管理されているか等を調査します。農地の適正な管理を怠ると，

雑草の繁茂による病害虫の発生，有害鳥獣の生息域の拡大により，近隣の農業者や周辺の住

民に多大なる迷惑をかけることになります。こうした遊休農地を早期に発見し，所有者・耕

作者に対する耕作放棄地解消の指導・助言等を行うために，農地パトロールを実施します。 

 期間中は農地へ立ち入ることもありますので，土地の所有者及び耕作者の方にはご理解と

ご協力をお願いします。 

 

【問合せ先】 栗野庁舎 農業委員会 ☎74-3111（内線 2236） 

 

 

 

 

令和８年度 鹿児島障害者職業能力開発校入校生募集（長寿福祉課） 

 募集期間 試験日（本校日程） 

Ａ日程  ８月 ４日（月）～ ９月１９日（金） １０月１０日（金） 

Ｂ日程 １０月１７日（金）～１１月１９日（水） １２月 ５日（金） 

Ｃ日程 １２月 ９日（火）～ １月１４日（水）  １月２６日（月） 

Ｄ日程  ２月 ２日（月）～ ３月 ５日（木）  ３月１５日（日） 

農地パトロール（農地利用状況調査）の実施  （農業委員会） 

次回 旬報発行日 ８月１日（金） 
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 鹿児島県において，姶良・伊佐地域管内への就職を促す機会を提供するため，次の日程で

地域管内の企業を集めた合同企業説明会が開催されます。 

つきましては，この合同企業説明会への参加事業所を募集しますので，希望される事業所

は，商工観光 PR 課にお申込みください。 

【開 催 日】 令和８年３月１７日（火） 

【場   所】 霧島市隼人町体育館（霧島市隼人町内山田一丁目 14-16） 

【対 象 者】 地域管内の高校２年生中心 

【参加企業要件】 次の①～⑧全てを満たし，かつ⑨又は⑩のいずれかを満たす企業 

① 湧水町内に事業所があり，求人を行う予定であること 

② 原則，就業場所が湧水町内であること。（湧水町外にも就業場所がある場合，採用時 

の就業場所が湧水町内であること。） 

③ 令和９年３月新規高卒者の採用計画（予定）があり，正規雇用（常用雇用で雇用期間 

の定めがないこと）であること。 

④ 労働保険（労災保険・雇用保険），社会保険の未手続事務所でないこと。 

⑤ ハローワークの求人不受理となるような労働関係法令違反がないこと。 

⑥ その他各種法令違反等がないこと。 

⑦ 県税,市町村税の未納がない者であること。 

⑧ 参加決定後の辞退，当日欠席がないこと（代理出席できる体制であること）。 

⑨ 企業紹介リーフレットに公式サイト（ホームページ，Instagram，X，Facebook 等） 

へのリンク（QR コード）が掲載できること。 

⑩ 鹿児島県就職情報提供サイト「かご Job」に登録している又は登録を予定している企 

業であること。 

【募集企業数】 湧水町内より８社 ※先着順といたします。 

【費   用】 無料 ※参加に要する交通費は企業負担 

【そ の 他】 合同企業説明会に参加される企業のリーフレットを作成し広く配布しま 

す。 

【締 切 日】 ７月２９日（火） 

【申込・問合せ先】 栗野庁舎 商工観光 PR 課 ☎74-3111（内線 2281） 

 町道舗装補修工事に伴い，次のとおり通行規制を行います。期間中は全面通行止めとなり

ますので，迂回路看板等に従い通行してください。大変ご迷惑をおかけしますが，皆様のご

理解とご協力をお願いします。 

【路 線 名】 町道北方本線 

【規制場所】 湯穴橋付近約２００ｍ 

【規制内容】 全面通行止め（９：００～１７：００） 

【規制期間】 ７月１７日（木）～１０月１日（水）までの内７日間 

【問合せ先】 吉松庁舎 建設課  ☎75-2111（内線 3106） 

       施工業者 ㈱成相組 ☎74-2254 

 

 

 

 

姶良・伊佐地域合同企業説明会への参加企業の募集（商工観光 PR 課） 

町道北方本線の通行規制            （建設課） 

今月は  固定資産税    ２期分 

     国民健康保険税 ３期分  の納入月です。 

     納期限 ７月３１日（木） 納入をよろしくお願いします。 
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 戸籍法の一部改正により，令和７年５月２６日以降，戸籍に氏名の振り仮名が記載される

ことになりました。それに伴い，町が把握している振り仮名に相違がないか，本町に本籍を

有する方に対し，戸籍の振り仮名を通知します。 

 通知が届きましたら，記載された振り仮名を必ずご確認ください。 

【対 象 者】 湧水町に本籍を有する方（基準日：令和７年５月２６日） 

【発 送 時 期】 ７月２５日から順次発送 

【発 送 方 法】 同じ戸籍で同じ住所の人を最大４名１通で通知します。（圧着はがき） 

        ※住所が湧水町で他市町村に本籍がある方は，本籍地の市区町村から通知 

         されます。それぞれの市区町村で通知時期が異なるため，各市町村の 

         ホームページなどをご確認ください。 

【通知の確認】 ① 通知に記載されている振り仮名が正しい場合は，届出の必要はあり 

          ません。届出をしなくても，令和８年５月２６日以降に，通知に記載 

          された振り仮名がそのまま記載されます。 

        ② 振り仮名が異なる場合や振り仮名を戸籍に早く記載したい場合は， 

          令和８年５月２５日までに正しい振り仮名の届出をしてください。 

【届 出 方 法】 マイナンバーカードをお持ちの方は，マイナポータルからの届出が便利 

        です。その他，市町村窓口での届出や郵送での届出も可能です。 

【届出のできる方】 

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで，それぞれ届出のできる方 

が異なります。 

  ※詳細については，通知（圧着はがき）をご確認ください。 

【問 合 せ 先】 栗野庁舎 住民税務課 ☎74-3111（内線 2152） 

 

県立出水特別支援学校では，学習体験等を通して特別支援学校への理解を深め，今後の就

学，進学の参考にしていただくため下記の通り体験学習を計画しております。参加を希望さ

れる方は，お申込みください。 

【開催日・対象者】 ・９月５日（金） ９：００～１１：２０【中学部体験学習】 

  現在小学校６年に在籍している児童とその保護者 

 ・９月５日（金） ９：００～１１：５０【高等部体験学習】 

  現在中学校３年に在籍している生徒とその保護者 

 ・９月９日（火） ９：００～１１：２０【小学部体験学習】 

  令和８年度就学予定の幼児と保護者 

【申込期間】 ８月２２日（金）まで 

【申込方法】 出水特別支援学校ホームページ内「支援部」から申込用紙をダウンロードし

てご記入の上，本校まで FAX か郵送でお申込みください。 

【そ の 他】 全員，上履きをお持ちの上，水分補給用に飲み物の準備をお願いします。 

【問合せ先】 〒899-0208 出水市文化町 966 番地 県立出水特別支援学校 

       FAX：0996-63-3422 ☎0996-63-3400 

 

戸籍に記載される振り仮名の通知（圧着はがき）について 
（住民税務課） 

鹿児島県立出水特別支援学校の体験学習案内 （教育総務課） 
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 夏休み期間中における児童生徒の規則的な生活リズムと帰宅時刻の徹底を図る目的で，時

報チャイムの時間の変更と帰宅を促す放送をしますので，ご理解をお願いします。 

【時報時間】 変更前 １７：００ → 変更後 １８：００ 

【帰宅放送】 １７：４５ 

【対象期間】 ７月１８日（金）～８月３１日（日） 

【問合せ先】 吉松庁舎 湧水町教育委員会 生涯学習課 ☎75-2142（内線 3216） 

 

湧水町役場では，次のとおり会計年度任用職員（事務補助員）を募集いたします。 

【任用期間】 令和７年８月１日（金）～令和８年３月３１日（火） 

【募集人数】 若干名 

【勤務内容】 ⑴ 勤 務 日：月曜日～金曜日（祝日を除く） 

       ⑵ 勤務時間：８：３０～１６：３０ 

       ⑶ 業務内容：職員の事務補助 

       ⑷ 勤 務 地：任用決定時に通知 

【必要資格】 パソコン操作のできる者 

【報  酬】 日額 ７，８９２円 

【面  接】 後日，総務課より申込者に連絡します。  

【申込方法】 次の申込書類を総務課へ提出してください。 

       ※申込書類は，栗野庁舎総務課又は吉松庁舎地域総務課に用意してあります。 

① 会計年度任用職員申請書（指定様式） １部 

② 履歴書（指定様式） １通 

※自筆し，写真（帽子をつけないで正面から上半身を写した縦４cm， 

横３cm のもので，最近３ヶ月以内に撮影したもの）を貼付 

【受付期間】 ７月１５日（火）～７月２３日（水）まで 

【そ の 他】 不明な点については，総務課へ直接お問い合わせください。 

【問合せ先】 栗野庁舎 総務課 ☎74-3111（内線 2211） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時報チャイムの時間の変更等        （生涯学習課） 

会計年度任用職員（事務補助員）の募集   （総務課） 

熱中症を予防しましょう!! 
・温度に気をくばり快適な温度ですごしましょう。 

・飲み物を持ち歩きこまめな水分補給をしましょう。 

・しっかりと休息をとりましょう。 

・栄養をとり，体力をつけましょう。 

・声をかけあい助け合いましょう。 
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